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(３) その他 

 

○ 令和４年度 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免

申請件数等について 

 

１ 申請件数等 

(１) 世帯主が、死亡・重篤な傷病を負った。 

        ① 申請件数  ２件 

   ② 決定件数  ２件 

③ 減免額  ３９，０００円 
 

(２) 世帯主の事業収入等が前年比３０％以上減少する見込み。 

        ① 申請件数 １０件 

        ② 決定件数 １０件          

        ③ 減免額  １，８６０，８００円 
 

２ 令和５年度以降について                      

(１) 令和４年度分のうち、納期限が令和５年 

  ４月以降に到来する方のみ対象               

     (２) 令和５年４月１日以降の申請(決定)件数 

は０件                           

                           

                           

 

○ 令和４年度 新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手

当金の申請件数等について 

 

１ 申請件数等 

(１) 感染者等のうち一定の要件を満たす者 

      ① 申請件数 １７件 

      ② 決定件数 １７件 

③ 支給額  ５１２，４０５円 
 

２ 令和５年度以降について 

(１) 国からの通知に従い、令和５年５月７日 

まで延長 

     (２) 令和５年４月１日以降の申請(決定)件数 

は１件 ５３，８２０円 

  

件数の内訳 (３年度 21件) 

・飲食業    ４件(７件) 

・卸売業・小売業０件(１件) 

・建設業    １件(２件) 

・金融・保険業 １件(３件) 

・宿泊業    ０件(２件) 

・運輸業    ０件(１件) 

・理容業・美容業０件(１件) 

・その他    ４件(４件) 

件数の内訳 (３年度 ０件) 

・飲食業    ６件(０件) 

・卸売業・小売業２件(０件) 

・建設業    ５件(０件) 

・金融・保険業 ０件(０件) 

・宿泊業    ０件(０件) 

・運輸業    ０件(０件) 

・理容業・美容業０件(０件) 

・その他    ４件(０件) 
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○ 産前産後期間の国民健康保険税免除について 

 

１ 目的 

子育て世帯の経済的負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険

者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税の「所得割額」及び「均等割額」

を免除する。 

 

  ２ 対象 

    出産予定または出産した被保険者 

 

  ３ 制度内容 

単胎 

妊娠 

出産予定月(または出産月)の前月から「４か月間」の 

国民健康保険税の「所得割額」及び「均等割額」を免除 
 

※免除対象期間（色のついた部分が免除期間） 

3か月前 2か月前 1か月前  1か月後 2か月後 

   出産予定月※   
  

多胎 

妊娠 

出産予定月(または出産月)の３か月前から「６か月間」の 

国民健康保険税の「所得割額」及び「均等割額」を免除 
 

※免除対象期間（色のついた部分が免除期間） 

3か月前 2か月前 1か月前  1か月後 2か月後 

   出産予定月※   

  
※ 届出が出産後の場合は、出産月 

なお、出産前に届出した場合、出産予定月と出産月が異なる場 

合があるが、出産予定月を基準とする。 

 

   ４ 国・地方の免除額の負担割合 

 負担割合 

国 １／２ 

北海道 １／４ 

滝川市 １／４ 

 

  ５ 施行時期 

    令和６年１月１日 

    なお、施行日前の出産であっても令和５年１１月以降の出産から免除対象とな

る（ただし、免除期間は施行日以降分のみ）。 

 


